
 

船舶事故等調査報告書 

平成２５年４月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２広第７２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年４月３０日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市釣
つる

島南西方沖 

 釣島灯台から真方位２５２°２.６海里付近 

 （概位 北緯３３°５２.８′ 東経１３２°３５.４′） 

事故等調査の経過  平成２４年５月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 SEA
シ ー

 ROSE
ロ ー ズ

（大韓民国籍）、１,９９２トン 

   ８６０８４８２（ＩＭＯ番号）、ASTK Co.,LTD（大韓民国） 

Ｂ 漁船 栄
えい

毅
ごう

丸、４.９６トン 

   ＥＨ３－２２５０６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、一級航海士（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷船首張出部を曲損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、鋼材約１,０００ｔを積載

し、愛媛県松山市西方沖の伊予灘推薦航路（以下「推薦航路」とい

う。）を航路に沿って南西進中、船長Ａが、左舷船首方に北西進する

Ｂ船を認め、Ｂ船が前路を右方に横切る態勢で接近するので、汽笛に

より警告信号を行い、Ｂ船が更に接近し、右舵一杯、主機停止とした

が、平成２４年４月３０日０８時３０分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船

の右舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網を揚網したのち、漁場

を移動するために北西進中、船長Ｂが、揚網時に推薦航路より遠方を

南進する他船を認めたものの、近くを航行する他船を認めなかったの

で、しばらくは大丈夫と思って船尾甲板で漁網の補修作業を行い、操

船を行っていなかったところ、右舷至近にＡ船を認めてクラッチを後

進に入れたがＡ船と衝突した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 



 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は推薦航路に沿って南西進中、Ｂ船は漁場を移動しようとして

北西進中、釣島南西方沖において、両船が衝突したものと考えられ

る。 

 Ａ船は、釣島南西方沖を推薦航路に沿って南西進中、船長Ａが、前

路を右方に横切る態勢で接近するＢ船に対し、汽笛により警告信号を

行ったものの、Ｂ船が更に接近し、右舵一杯、主機停止として衝突を

避けようとしたが、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、釣島南西方沖を北西進中、船長Ｂが、揚網時に推薦航路よ

り遠方に他船を認めたものの、近くを航行する他船を認めなかったの

で、船尾甲板で漁網の補修作業を行い、操船を行っていなかったこと

から、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、釣島南西方沖において、Ａ船が推薦航路に沿って南西進

中、Ｂ船が北西進中、船長Ｂが操船を行っていなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船の妨げとなる作業を行わないこと。 

 




